
静岡県告示第130号

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定に基づき、救急業務に関し協力

する旨の申出があり、救急病院として認定した次の医療機関について、協力する旨の申出が撤回されたため

同令第２条第２項の規定に基づき告示する。

令和６年２月27日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

名 称 所 在 地 開 設 者 撤 回 日

ＪＡ静岡厚生連リハビリテ

－ション中伊豆温泉病院
伊豆市上白岩1000

静岡県厚生農業協同

組合連合会
令和５年11月30日


